
－88－ 

令和２年12月橋本市議会定例会会議録（第３号）その４ 

令和２年12月８日（火） 

                                          

○議長（土井裕美子君）順番９、15番 堀内

さん。 

〔15番（堀内和久君）登壇〕 

○15番（堀内和久君）皆さん、おはようござ

います。すばらしい、スムーズな一般質問や

ったので、10年議員していますけど、ええ答

弁をもらえるのは初めてかなと。的を射た

質問とすばらしい打ち返しというか、心の

こもった答弁、羨ましいと思っておるのは

私だけでしょうか。同じように頑張りたい

と思います。誠心誠意頑張りたいと思いま

す。 

 12月なので、いつもどおり、今年はコロナ

とかいろいろつらい話のほうが多くござい

ました。せんだってから流行語大賞とか、い

つも言うんですけども、やはり３密とか、Ｇ

ｏｔｏですか、ほんで「鬼滅の刃」、昨日の

岡先輩がおっしゃったやつやと思うんです

けど、私は今44歳なんですけども、画像に出

てくる字が読めませんでした。ほのおなの

かなと。副市長のほうがよう知っていまし

た。 

 すごいちょっと、そういうやっぱり社会

情勢も見た上で、若い人の意見とかよく言

う割には、ワンピースはよく分かるんです

けども、ちょっと「鬼滅の刃」というのはよ

く分からなくて、今後子どもたちと話する

共通の話題として、コミックを買うて１回

読み直したいと思います。 

 私なりに、私なりの流行語なんですけど

も、いつも本市での流行語というのは、今年

はもうすばらしいなと思ったのは、農林振

興課、ふるさと便、これもうすばらしいの一

点です。財政課ですか、ＡＩの議事録。この

辺もすばらしい取組みだと、僕、感謝します。 

 あと個人的になんですけども、何か風通

しがよくなったというか、生涯学習課がこ

れすごい何か円滑に機能し出して、私は黒

河道の近くに住んどるんで、すごく、学芸員

というか、今までなかなかの問題やったこ

とを、観光の部局、教育の部局、これ連携す

る上で、今のシティセールス課長にも感謝

するんですけど、何かがスムーズにいくと

いうことは観光を重んじるところとしたら、

やっぱり一丁目一番地なのかなと。 

 これがクリアできたというのは、これ、表

現できないんですけど、ただ、この議場で感

謝申し上げたいという、この三つが橋本市

の流行語かなと。金ない、金ないというのは

ほんまに聞けへんなりました。それはよか

ったと思います。 

 そういった意味で、僕もいつかこういっ

た人に負けないように橋本市に寄与してい

きたいと思います。誠心誠意、一般質問させ

ていただきますので、どうぞよろしくお願

いします。 

 大きく二つございます。 

 一つ目、特定任期付職員についてでござ

います。 

 会計年度任用職員の制度になって、現在

でその制度の規定上、仕事の量と質に応じ

て階級がありますが、それとは別にある特

定任期付職員の制度自体、何を基準目標と

しているのか、少し明確でないと感じてい

ました。その枠組みと業務内容と必要性に

ついてお伺いいたします。 

 二つ目、これナンバー２になるんですけ

ども、この間は時間切れで大変失礼いたし

ました。教育長の課題と成果についての二

つ目でございます。 



－89－ 

 平成26年４月就任から、財政難の中、市政

運営、また、教育委員会ならではの業務、社

会情勢対応、たくさんの課題、共育コミュニ

ティ、小中一貫、教育大綱に基づいた中で、

たくさんある中でご尽力していただいてい

る部分、本当に感謝しております。 

 そして、今回は９月議会で貴重な答弁を

いただきありがとうございます。その上で、

教育大綱を軸としての議論をしていました

が、時間不足でしたので、再度、義務教育で

の学力向上についての課題と成果、聞き逃

したとこ、時間切れになった部分をお伺い

いたします。明確な答弁、どうぞよろしくお

願いいたします。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さんの質

問項目１、特定任期付職員に対する答弁を

求めます。 

 総合政策部長。 

〔総合政策部長（上田力也君）登壇〕 

○総合政策部長（上田力也君）特定任期付職

員についてお答えします。 

 特定任期付職員は、地方公共団体の一般

職の任期付職員の採用に関する法律にうた

われ、第３条第１項で職員の採用に関する

規定があり、要件として、高度の専門的な知

識経験または優れた識見を有するものとさ

れています。 

 また、本市においても、橋本市一般職の任

期付職員の採用及び給与の特例に関する条

例第２条で、採用に関する同様の規定を設

けています。 

 この高度の専門的な知識経験とは、行政

内部では得難いような特定の専門分野にお

ける高い専門性や実務を通じて得た経験を

いい、優れた識見とは、社会的にも評価され

るような創造的、先見的な判断力等をいう

ものとされています。 

 採用の一般例としては、弁護士、公認会計

士等の極めて高度な専門性を有する資格職

を民間から採用する場合や、期間を限定し

て専門的行政ニーズに効率的に対応するた

めの行政実務経験者や民間人を採用する場

合等が挙げられます。 

 本市ではこれまで３人の特定任期付職員

を採用しており、これらの職員の担当業務

は、市の債権処理、行政法務相談、和歌山県

や国との業務調整や情報収集、市内地場産

業等の普及促進をはじめとする経済分野で

の幅広い活動等です。 

 任用の必要性については、これらのいず

れの業務についても、本市条例第２条に規

定する「高度の専門的な知識経験または優

れた識見を一定の期間活用して遂行するこ

とが特に必要とされる業務に従事させる場

合」に合致し、業務遂行に関しては市が期待

する成果を上げていると思われることから、

必要な任用と考えています。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん、再

質問ありますか。 

 15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）どうもありがとうござ

いました。 

 大変デリケートな部分なので、間違った

質問の仕方をしたら、ちょっとお許しいた

だきたいと思います。 

 まず、最初に、答弁を今聞かせていただい

ていると、ざっくり必要性があるというこ

とがまず軸になってくると思います。それ

はそちらの当局側のご判断なので、別に議

会議決をするものではございませんので、

それは私が申し上げる部分ではないと理解

しております。 

 答弁にあったように、特例に関する条例

第２条、高度な技術、経験、優れた識見とい

う言葉が出ると思うんですけども、ちょっ

と話がそれるんですけど、現在、今、市の関
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係で勤めていただいている方、今現時点で、

この３人ではなくて、その辺でやっぱり専

門性の高い人、技術力の高い人、この人しか

できないとか、例えばで言うと管理栄養士

とか、今回、アレルギーの関連で雇っていた

だいた方とか、当然、栄養士もすばらしい方

がおると。そこまで高度なというところで

はないと思うんですけども、ご活躍されて

いる方に、逆に、特定ないし一般任期付職員

としての待遇というのは考えたことはござ

いませんでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）ただ今のおた

だしなんですけども、特定任期付職員を採

用するにあたっては、壇上でも少しお話を

させていただいたんですけども、いわゆる

行政で新たな行政需要というものであった

り政策的に力を入れていくと、これを一定

期間、期間を定めてそういったことの解決

あるいは成果を求めていこうという場合に

おいて、それが必要だと判断して、その上で、

じゃ、どの方を任用するのか、選考するのか

という、そういうことになってきます。まず

は必要性というのがまずありきでございま

す。 

 今、議員おっしゃられていることについ

ては、待遇改善というふうに聞こえるんで

すけども、待遇改善についてこの任期付の

採用をするというふうなことはございませ

ん。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）今の答えに対してちょ

っと飛ぶんですけども、待遇改善と言われ

れば待遇改善なのかも分からないんですけ

ど、やはり一般の方とは違う能力を持って

橋本市に寄与している方というのは、やっ

ぱり会計年度任用職員でも２級、３級、３級

はあったかどうかちょっとあれなんですけ

ども、条例改正をすればつくれると思うん

です。２級はたしかあったと思うんですけ

ども、そういった橋本市に寄与して外に行

かれては困る方というのは、しっかり気持

ちとあれをつないどかなあかんと。それが

やっぱり評価と報酬やと思うので、その辺

は、市長の政策というのが、必要性というの

が出ると思うんですけども、例えば、例えば

ですよ、企業誘致といったらもう政策の一

環とか、そこそこのお金が入っとるとこで

す。そこに職員が同行しておるといえども、

会計年度任用職員が主役というか、一番よ

う頑張っているのは会計年度の職員やと誰

もが思うと思います。そんな方はもっとや

ったらなあかんと思います。よそのとこへ

引き抜かれたら知りませんよという話です。 

 今申し上げた管理栄養士。管理栄養士と

いったら、なかなか持っとるものではあり

ませんので、アレルギーのことで市長がご

配慮いただいたのか担当課から上がってき

て雇ったのか、それは僕分かりませんけど

も、そういう能力の高い人というのは放し

てはいけない。 

 その辺はやっぱり議事録上残していただ

いて、今後の待遇ということで、今回の通告

からはもれますので、その辺は答弁結構で

すので、やはり大切な職員はきっちりおっ

てもらうように、人事と心がつながっとっ

てほしいということを要望させていただき

ます。 

 次に、移ります。 

 今、答弁上で、現在まで３人のということ

やったと思うんですけども、３人について

の費用対効果と言うたら失礼な言い方なん

ですけども、まず、答弁上の債権云々という

言葉があったので、これは恐らく弁護士バ

ッジがなかったらできないだろうというこ

とで、多分あの部屋のあの人であろうとい
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う、僕が勝手に推測、しゃべったことないの

で、推測するんですけど、その方に対しての

目標、成果、この辺についてどういう見解を

お持ちですか。 

○議長（土井裕美子君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）弁護士を過去

に任期付職員として雇用したことがござい

ます。この方の目標といいますのは、壇上で

も答弁させていただいたとおり、債権の回

収というのが、これが最も大事な任務とい

うことになります。 

 これに併せて、行政相談といいますか、行

政内部での様々な法的な部分について、顧

問弁護士に相談する前に、いろいろと気軽

に相談できるというような業務、これにあ

たっていただくということが任務というこ

とになります。 

 効果というか成果につきましては、基本

的に個人の情報に関わる部分もございます

ので、それについてはちょっとこの場では

答弁は差し控えさせていただきます。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）そういう触れてはいけ

ないとこなのであれば、答えなくて結構で

す。僕ちょっと分かりませんので、聞いてし

まいますけど、駄目なら今みたいにかわし

てください。 

 本来は僕は成果、目標イコールその成果、

どれだけの債権回収をしたかということが、

バッジのついた方を、専門的な人を雇った

費用対効果やと認識しております。 

 その点でいうと、今はおられない、今、総

務課の債権回収の部屋というか、その係が

あると思うんですけど、そこの方はよく一

生懸命やっておられると思います。だから、

費用対効果があったのかなというところに

疑問を持っとるんです。 

 だから、それ以上答えられないのであれ

ば、もう今はいないので、それはそれで結構

でございます。 

 本当にそこが機能していたら引き続いて

どなたか雇っていたのではないか、債権回

収室がなくなってないのではないか、もし

くは、一定のレベルまで到達したので、あと

は職員でできる、その解釈はいろいろある

と思うので、要は、橋本市がプラスになって

いれば僕はそれでええので、そこの専門分

野ではございませんので、その方に関して

はそれで結構です。費用対効果はあったと

いう認識で思っておきます。 

 ２番目。これは県と国の調整とか駅前の

市街地で活躍されたという、どの人やとい

うのは顔と名前も浮かびますし、イメージ

もできるし、しゃべったこともあるので、こ

の方についての費用対効果は答えられない

としても、その人に対しての詳しい、もう一

歩踏み込んだ仕事内容というのをお聞かせ

ください。 

○議長（土井裕美子君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）これにつきま

しても、国、それから県との補助金に関する

部分に関する調整であるとか、あるいは、大

きなのはやはり駅前の中心市街地土地区画

整理事業、これ現市長のときに中止すると

いう、そういう英断もありましたので、これ

に係る部分のアドバイスであるとか、ある

いは県との調整であるとか、あるいは事後

処理とか、そういったことをはじめ、いろい

ろ道路関係あるいは河川関係において県と

もいろんな調整をされて、市にとっても有

利な形で働いたというふうに思っておりま

す。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）ありがとうございます。 

 僕もこの方はよく会うので。昨日も見か

けました。腰痛そうにしとったんで、元気か
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なと思いながら、市長の施策にのっとって

一生懸命汗かいてくれて、市街地をやめる

という英断をされたときやったので、かな

りしんどい仕事をしてくれたんやなと。僕

はハード的なことでもいろいろ相談に乗っ

ていただきました。 

 この方も費用対効果があるということで、

別に変な意味ではないんですけど、ただ、や

っぱり、何というんですか、成果というのは

やっぱり自分としては気になるので、この

辺は成果があったということで。 

 三つ目。次が、僕が、変に思わんといてほ

しいんですけど、条例上との比較の話なん

ですけども、優れた識見とか、経験、経済分

野で幅広い活動等という、これはこれでい

いと思うんですけども、これに対しての明

確に、どんな仕事をしていただいとるのか

ということはちょっと教えていただきたい

んです。これは成果については結構です。ど

うぞ。 

○議長（土井裕美子君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）大きく三点挙

げさせていただきます。 

 そのうち最も大きい柱といいますのがＤ

ＭＯです。これをいわゆる軌道に乗せる、こ

れが最も大きい業務でございます。 

 二点目、三点目の優劣はないんですけど

も、企業誘致事業に関していろんな形で携

わっていただく、そして、三点目については、

本市の特産品である高野口のパイルである

とか、あるいはへら竿であるとか、そういっ

たことに関する相談とか、そういった事業

に従事をしていただくということが大きな

柱かなと。 

 あとは、その他いろんな相談を受けてお

られるというふうにも聞いております。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）よく分かりました。そ

の辺であれば、結構かなと思います。 

 これはＤＭＯという言葉が出たので、Ｄ

ＭＯを聞くんですけども、発展途上にある

ＤＭＯ、最近よく、いろんな、ＬＩＮＥとか

でも流れてくるので、事業をいろいろやっ

とるというのは、今のＤＭＯの会長も、本当

によく外で出会うということは活動が活発

であるという認識です。 

 あとはやっぱり民間団体なので営利、

1,500万円ほど当初予算で入れとる団体で

すので、入れとるというか委託を受けても

ろうとる団体ですので、やっぱりその辺は

成果、そこを軌道に乗せる業務ということ

は、成果というのはどこで成果とするのか。 

 やはり、最低でも目標イコール成果にな

っていただかないと困るということだけは、

ここで申し上げておきたい。 

 外に出て何ぼ、経済活動というのはやっ

ぱり外での人脈とか若手育成とか、いろい

ろ取り方はあると思うので、それは市長、副

市長、その他、人事に携わる方がそれでいい

のなら僕はそれでいいんですけども、僕が

気になるのが、矛盾しとるんですけども、こ

れは市に寄与するため、市政発展のため、市

民のために高度な識見とか技術を持った方

を雇っている、ショートリリーフなのかロ

ングなのか期間限定で、この仕事を入れる

ために、成功をなすためにやっている。 

 ほんなら、一つ矛盾するんですけど、ＤＭ

Ｏが飛躍することは市政発展にはつながる

とは思うんですけど、これ1,500万円渡した、

委託した民間団体に、何というのか、それな

りの識見の方がそこでおるということが、

僕はおってええと今までずっと思っとった

んですけど、ふと我に返ったときに、橋本市

の給料で民間団体の、何というのか、あれし

たら、ほんだら、俺とこも来てよ、俺とこも

来てよと、こうなれへんのかなというのが
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ちょっと僕、素朴に思ったんです。 

 僕はくにぎ広場というとこで理事をやっ

とるんですけど、うちには要りませんけど、

そういった、うちも来てもらわな困るんで、

うちもそういうアドバイザーが欲しいんで

という声がもし出たとき、それどうするん

ですかということをちょっと聞いておきた

い。お願いいたします。 

○議長（土井裕美子君）質問項目が特定任期

付職員についてということでございますの

で、今の質問であればＤＭＯに関すること

というふうに認識をいたしますので、少し

問い方を変えていただけますか。 

 15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）暫時休憩を願えますか。 

○議長（土井裕美子君）暫時休憩いたします。 

（午前11時９分 休憩） 

                     

（午前11時12分 再開） 

○議長（土井裕美子君）それでは、再開いた

します。 

 それでは、ただ今の質問について、お答え

できるということでございますので、経済

推進部長のほうからお願いいたします。 

 経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）ご質問の答え

になるかどうか分かりませんが、経済推進

部としてお答えさせていただきます。 

 ご質問の趣旨としては、今、ＤＭＯに関わ

っていただいているけども、ほかの民間団

体等からもそういった要請等があれば対応

できるのかというようなおただしだという

ふうに思います。 

 現時点で具体的にそういった民間のとこ

ろから問い合わせ、それから関わりという

ようなことはございませんが、先ほど総合

政策部長がお答えさせていただいたとおり、

パイル織物、それからヘラブナ等において

も、随分いろんな相談をしながら関わって

いただいて、アドバイスを頂いている、また、

関係団体へも的確なアドバイスをしていた

だいているという、そういう認識でおりま

すので、直接的には関わってはございませ

んが、間接的に様々な相談もしていただい

ているということでご理解いただきたいと

思います。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）何で相談するかという

のは、経営経営はどうしたらええかとか、利

益が上がるように、うまいこといくように、

市のえらいさんとして教えてくださいよと。

何というんかな、そういう優れた識見と経

済分野の活動ある方、例えばその弁護士で

も元国の官僚の人でも、どなたが市で特定

任期に来たときは、その専門分野でレクチ

ャーしてくれるんかいよという話。 

 ＤＭＯはたまたま民間団体の委託先やさ

かいに、いうたら色が分かれてないさかい

にという指摘と、今後どうするのかという

ことと、僕は別にもう答弁は要らないんで

すけど、僕が言いたいのは、こういったとこ

ろにもっと手を差し伸べていくためにおる

べき、ほんで、もうちょっと、何というんか

な、活動を明確にしてほしいということを

この一般質問を通じて言うとるだけで、別

に雇ってええとか悪いとかは市長が決める

ことやから、僕はそんなことを言うとるん

とちゃうんです。 

 だから、その辺の色づけをきっちりした

上で、弁護士バッジがついとったら何のた

めに来た人か、何ができる人かって分かる

んです。でも、それ以外の人、国家資格とか

専門の資格のない人というのは分からない

から、これに対してこの仕事をさせて、この

成果を目標としてどんだけ成果が上がった

んだということを言うてくれやんと、議会
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で議決した任命の人と違うから、教えてく

れということを言うとるだけなんです。そ

れで、よろしくお願いします。 

 時間がないので、一つ目を終わらせてい

ただきますので、総合政策部長、別に答弁は

いいですか。あったら何か答弁してくれて

も。なかったらもう終わります。 

○議長（土井裕美子君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）これは基本的

に、任命権者が必要とすることに関して、任

期付職員がその業務にあたるということで

すので、これは任命権者がどう判断するか

という、そういうことになってまいります。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）次に、質問項目２、

教育長の課題と成果についてナンバー２に

対する答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長（小林俊治君）登壇〕 

○教育長（小林俊治君）学力向上につきまし

ては、橋本市の教育大綱と橋本市学力向上

推進プランをもとに、各学校においてそれ

に基づく独自の学力向上プランを作成して

おり、教育行政と小・中学校が一体となりな

がら、確かな学力の向上、たくましく生きる

力を育む教育を推進しています。 

 本市独自の取組みとしまして、橋本市標

準学力調査を小学校５年生と中学１、２年

生に実施し、その分析を行っています。 

 小学校６年生及び中学校３年生に実施す

る全国学力・学習状況調査及び小学校５年

生及び中学校２年生に実施する和歌山県学

習到達度調査とともに、学力を測定する一

つの指標として活用し、学力のＰＤＣＡを

回しています。 

 さらに、独自の事業としまして研究委託

事業があり、学校ごとに特色ある教育や授

業研究を行っています。この事業により外

部から講師を招聘し、文部科学省が提唱す

る主体的・対話的で深い学びの授業実践が

できるよう、国語等の教科やＥＳＤ、プログ

ラミング等の教員の研修の機会を設けてい

ます。 

 学力向上のために、教員の授業力と児童

生徒の家庭学習の習慣づけが大切でありま

す。 

 授業力におきましては、文部科学省の学

習指導要領にのっとり、基礎的・基本的な知

識及び技能を確実に習得させ、これらを活

用して課題を解決するために必要な思考力、

判断力、表現力等を育むとともに、主体的に

学習に取り組む態度を養うことができる授

業の創造に向けての各種研修を行っており、

教員の授業力に反映されてきています。 

 家庭学習の習慣づけにおきましては、児

童生徒が帰宅してからの時間の過ごし方の

計画を学校で立てたり、提出された宿題ノ

ートに教員からコメントを記したりと、家

庭学習の習慣化を図る様々な取組みを学校

で行っています。その結果、家庭での学習時

間が増え、また、学習の質も高まっています。 

 課題としましては、読解力や自分の意見

や考えを表現する力の弱さ、また、読書量の

少なさが挙げられます。 

 これらの対策として、どの児童生徒にも

確実に学力を定着させるために、教員とと

もに学習ボランティアによる補充学習を充

実させています。 

 また、読書量については、ブッキー号と連

動して、学校図書のさらなる充実、また、図

書館司書や図書ボランティアによる図書室

の環境整備を行っています。 

 近年、知識、情報、技術をめぐる変化の速

さが加速度的となり、情報化やグローバル

化といった社会的変化が予測困難な時代に

なっております。そんな社会の中を生き抜
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いていくために、必要な学力を一人ひとり

身につけることができるよう努めてまいり

ます。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん、再

質問ありますか。 

 15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）２回目です。ありがと

うございました。ちょっと数分無駄にした

ので、端的にいきます。 

 前回、小中一貫の共育コミュニティ、共育

コミュニティについては市長からありがた

い答弁を頂いておるんで、小林教育長に対

しての感謝度というのが伝わってきます。

そこに対しては前回どおり、ほんで、小中一

貫においても発展途上にあるのかなという

ことはよく理解しました。そこは質疑と議

論がかみ合いました。 

 この学力向上の部分というのがどうして

もちょっと、私の思うとこと教育長のめざ

す、思っているとこが違うのかなと僕的に

思ってしまったということと、時間がなか

った。 

 今回、単刀直入にお伺いいたします。教員

の先生出身としてもそうだと思うんですけ

ども、子どもの偏差値というかテストの点

数の平均、何で図っているのかは別として、

やっぱり教育に殉ずる者として、学力を向

上させたいという気持ちは当然ありますよ

ね。お願いします。 

○議長（土井裕美子君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）お答えします。 

 当然、テスト、子ども一人ひとり、点数が

向上するのはもう当然必要なことだと思っ

ていますし、また、そのテストができなかっ

た子どもについても、やはり自己肯定感を

失うことなく、頑張ればできるというふう

な、子ども一人ひとりの自己肯定感を高め

るためのためにも、やはり点数というのは

大事だなと、それは思っています。 

 ただ、点数が学力の全てであるというと

ころは、私自身は一部であると。学力の一部

が点数ですよというふうなことは思ってい

ますし、そういうふうに考えています。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）そこは僕と同じ意見な

んです。ほぼほぼ同じ意見で、でも、やっぱ

り測るのは点数やと思うんです。知徳体の

徳の部分がたけとったらとか、そういう議

論に最終なるんですけども、何においてで

もテストの点さえよかったらええんだとい

う子ども、偏差値が高い子ども、こうはなっ

てほしくないというのは僕も同じ意見でご

ざいます。 

 でも、やっぱり平均というのがどうして

も来ます。日本全体の子どもたちの学力を

上げる上で、全ての日本全国の自治体の教

育委員会、教育長並びに学校教育課が、みん

なが底上げしていこう、テストの点が悪か

った子もこうやってやっていくんだという

のは、それは一律理解できます。 

 その上で以下を問うんですけども、所信

演説でもそない言うてくれたので、重ねて

言うてくれたので、そこは聞くところでは

ないんですけど、やっぱり僕は任期中に、１

期、２期、３期と、いつまでするとか、市長

の加減もあるやろうしあれやったんですけ

ど、やっぱり任期中は、学力向上と言うたら

誰もがやっぱり、テストの、今の現状より上

げていくための努力をするんだ、数字を上

げるんだという解釈は当然、僕はしました。 

 その辺に対しての努力向上をどういうふ

うにするかという一つの考え方としてＰＤ

ＣＡサイクルが出てくると。僕の聞いとる

のはこういうことじゃないんじゃというこ

とを言うてしまうんですけども、今の答弁

やったら、いろんなプログラミングとか社
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会情勢のいろいろなこと、主体的に対話の

できる深い学び、いろんな研修委託、やって

いますけど、今なんでしょという話を僕ま

ずスタートラインでしておきたいんです。 

 努力してくれとるのは分かるけど、この

数年、教育長が６年、７年かけてやってきた

ことはすばらしい功績もあります。変な悪

いうわさも別に聞きません、それなりによ

うやってくれとるのは分かります。 

 ただ、一丁目一番地は学力向上、所信演説

でも言うとる。やっぱり橋本市の子どもた

ちの学力を上げるということが、横ばいも

しくはアップダウンがあった、右肩上がっ

ていないということに関して、やっぱりち

ょっと違うんとちゃうんかなと、考え方を

変えていってくれませんかということを、

時間切れから今日に来とるんです。その点

についていかがですか。 

○議長（土井裕美子君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）確かに、全国学力・

学習状況調査を言いますと、平成19年から

全国学力・学習状況調査というのは行われ

ています。昨年度で12回目。ただ、１回は政

権が変わりましたので、悉皆から抽出に変

わっています。もう一つは東日本大震災で

中止ということでした。 

 学力を私、平成19年から見ていきますと、

29年度は本当に、前回でも答弁させていた

だきましたように、かなり上昇してまいり

ました。実際、26年度の成績、私は26年度に

就任させていただいて、26年度に出た成績

等、教育委員会議の中でもかなり厳しい意

見もいただきました。 

 平成27年、28年、29年に至るまで、過去の、

いわゆるこの12回に出てきた問題をたくさ

んやってくださいと。授業の中でも、また、

宿題としても、ここで出てきた、過去問と言

いますけども、過去問をやってくださいと

いうお話も、27年、28年してまいりました。 

 このことで平成29年度、私やっぱり過去

問をすれば上がるんだなというのは思いま

す、正直。ただ、そのことが本当の子どもの

学力、これも同じことを言っておるんです

けども、に結びついていたのかどうかとい

うところでの、私自身なりの自問自答があ

りました。 

 やっぱり過去門をやれば上がるというの

は確かなことです。だから、私はもう一度、

指導方法の工夫改善や、学力がついていき

にくい子どもたちに対する補充事業や、一

人ひとりを大事にするシステムというか、

そういう形で先生方に取り組んでほしいと

いうことをお話しして、平成30、31年度を迎

えています。 

 今年は全国学力・学習状況調査がこのコ

ロナの形でなかったということで、評価は

できませんけども、指導方法の工夫改善に

ついては、私は随分、前進、向上してきたと。

きっとその成果は出てくると思っています。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）今の熱意ある答弁をい

ただいた上で、これで駄目だったら、また次

の手、次の手と考えていってほしいという

のが最後の落としどころのとこなんです、

早い話が。 

 だから、そういう方向性での答弁であれ

ば理解できるんですけど、じゃ、ちょっと一

つ意地悪なことを言うんですけども、３か

月前の９月議会のときは、ある程度、過去問

のどうのこうのから始まって、主体性を考

えて、徳の部分を重んじて、ある程度は校長

会には投げとるけども、先生らに任せてあ

るんやと言うたこの間の答弁と、今言うた

ことの指示をしとるというのとはちょっと

矛盾するんかなと思うんです。 

 だから、何をどないしとるんかというこ
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とがきっちり見えない。もう３か月で答弁

がずれとるように僕は思ってしまうんです。

皆さんは、議事録上残っていると思うんや

けども。 

 だから、賢い方に投げとるから答弁はき

れいに返ってきて、日本語はスムーズに思

うんですけど、やっぱり振り返って、僕、次

の日、ユーチューブ自分のを見たら、何か違

うなと。問うとる僕がおかしいんかなと思

いながら聞くんやけども、客観的意見を友

人とか、僕寄りの友人なので、おまえ間違う

てないわと、これはやっぱり客観性がない。 

 例えば、副市長室へ行って、僕どう思いま

すかと言ったら答えてくれない。まあその

辺でよろしいやないかと。いや、よろしくな

いですと。副市長は賢いし、上におるから分

かれへんやろうと。 

 やっぱり副市長にも答弁、市長も賢いし、

そうじゃなくて、客観性を見れる人たちと

いうのはこの議場におられるのかというた

ら、ひょっとしたらおられないかもわから

へん。何かのメンツがあって、そっち側は違

うと思っても違うって答えられへん。こっ

ち側は、僕の味方ではないにしても、問うと

る側なので、いや、間違うてないよと言うて

くれるかもしれん。 

 でも、ほんな、完全な客観性を見たときに、

どっちが正しいでもいいんです。要は、学力

向上とうたって、任命権者が小林俊治さん

しかいてないって言うたこの任期中に、た

とえ何点でも上がったんやと、これを求め

とるんです、僕は。 

 で、以下を問うんですけども、３か月前の

質問でちょろっと言うたんですけど、民営

化の提案を僕がして、一方的な要望やった

ので受理していただいたとは理解していま

せんが、大阪府大東市、調査研究していただ

けますかと言うたことに関して、教育部長

でも結構でございます、調査研究していた

だけましたか。 

○議長（土井裕美子君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）調査研究、きっちり

とはしていません。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）だから、あれは一方的

な要望なので、受理したとは言うていませ

ん。 

 でも、議場で起こった物事で拾い出しし

たら、知っておくというのは教育委員会の

教育長、教育部長以下の職員は、どなたか調

べれよという話です。ほか忙しいのも分か

るけど。 

 うまいこといき出したら、そこへ視察行

くんでしょう。みんなと違う方向に云々と

いうのも考えたらどうですか。こっちへ行

ってみんな一緒のことやって駄目やったら、

違う取組みやってみようと。 

 180度逆行けと、観光みたいには言いませ

んよ。ちょっと路線を変えてみるとか、いろ

んな人の意見を聞いてみるとか、ブッキー

で本読み本読めと言うんやったら、自分ら

が１回違うことを考えてみたらどうですか

ということを提言申し上げとるだけなんで

す。 

 視察というか勉強というか調査、教育部

長、していただけますか。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）学力の向上という

ことで、前回の議会でご提案というか、そう

いう話があったということで、教育委員会

としては現時点では調査ということはして

おりませんが、また私なりに一度調べてみ

たいというふうに考えております。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）ありがとうございます。 

 調査してください。それを実行せいとは
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言いません。実行せいという質問はまたし

ます。でも、知っておいてください。それで

学力が上がった事例がある。コストが抑え

られたという観点でいうたら、教育部長も

関係してくると思うので、その点はよろし

くお願いします。ほんで、いいと思ったら教

育長に教えたってください。お願いします。 

 今回の予算でまたＧＩＧＡスクールの予

算がたくさん入っております。このＧＩＧ

Ａスクールの必要性というのは当然、文部

科学省からの流れで分かるんですけども、

そもそも論、ＧＩＧＡスクールというのに、

今の子どもは全部タブレットを持つとか、

そういうのはなぜ必要なのかということで

す。分かりますか。タブレットを持つ。 

 社会情勢がどうというのもあるけども、

根本的な理念、ほんまはそっちで答えてほ

しいんですけど、僕が言います。学力向上は

もちろんのこと、みんなと同じ土俵に立た

すために税金投入するんです、はっきり言

って。 

 下げさせないため、上がらすため、みんな

が同じものを持てるため。このために、ハー

ドと言うたらええんか、税金投入して、未来

ある子どもたちのためにそろえるんです。

エアコンもしかりです。 

 だから、こっちの教育委員会の側は、それ

を市長部局がそのお金をつくって議会議決

して、未来ある市民、子どもたちのためにと

いうことで円滑に行くために、そうしたら

中身といったら、やっぱり知徳体、特に知の

とこを伸ばしていってくれるのは、我々で

は無理やから、教育委員会という聖域があ

って、その人らしか無理やと、現場職員しか

子どもらの心はもちろんのこと、学習能力

を上げたることがでけへんという解釈のも

とにおるんです。 

 それやったら別に学校へ行かんでも、塾

の先生だけで、家庭教師専門でつけて、点数

だけ上げるためのって、そんなんはやっぱ

り好ましくないと思うんです。 

 だからこの質問を言うとるんで、生きる

力、仲間意識、人権意識、知徳体の徳の話に

ならんと、そんなんで右肩上がれへんとい

うことを認識していただきたい。それとこ

れとは別。知と徳と体と別やと。 

 その上でＰＤＣＡサイクルというのをき

っちりやっていただきたいということなん

ですけども、Ｐの部分、計画の部分、ここに

ついてもう一回、認識の改めというか、若干

言葉は汚いんですけど、認識の改めという

か、ちょっと思い方、考え方を変えていただ

けますでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）先ほどお話のあった

知徳体の部分で、知と徳と体は連動してい

ないとまずお話がありました。そういうふ

うに私お聞きしたんですけども、間違いだ

ったら謝ります。 

 ただ、私は知と徳と体は連動していると、

このように思っています、まず。 

 話、ちょっと聞いていただきたいんです

けども、ある小学校でこういう学校目標が

あります。優しく、賢く、たくましく。優し

さは力である。賢さは困難に立ち向かえる。

たくましさは困難を乗り越えられる。そう

いうことで、優しく、賢く、たくましく、こ

れは連動していると私は思っています。 

 そういう意味でいうと、ＰＤＣＡサイク

ルのプラン、これは橋本市の学力向上推進

プランがあって、学級づくりや仲間づくり

やその他授業方法の工夫改善という、これ

は私は原点やと思っていますので、もし変

えるとするならば、議員のほうから逆に、こ

こがおかしいというご指摘があれば、私た

ちも考えさせていただきたいと思っていま
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す。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）私なんかの意見を聞い

てくれる入り口ができたことに感謝申し上

げます。一生懸命考えて、近々でまた投げて、

いや、包んで持っていきたいと思います。真

摯に受け止めてください。 

 その上で、お伺いします。次です。ここ一

番大事なとこなんです。 

 ９月、一般質問がありました。中本議員は

前畑秀子の関係の一般質問、辻本議員は学

校のコロナの関係の一般質問をしました。

覚えていますか。どれもこれもどえらい大

事な内容でした。僕の中ではすごく勉強に

なりました。 

 それら、私の質問も踏まえた上で、教育委

員会議を傍聴に行かせていただきました。

そのときの出来事を一つ申し上げますと、

これかちんときとるんで、言葉は悪いので

失礼します。 

 まず、一番最初にイメージ悪かったのが、

傍聴席に入るのに紙を書きますよね。議会

でも、議会事務局が一生懸命これ前日に段

取りしていますよね。敷地内の中にあるん

ですね。入ってから、奥の席に、書く。入っ

てから書いてええのという話なんです。も

う段取りがまず終わっている。ほんで、この

ときはＡＩ議事録の試験的の日でした。さ

らに終わっている。 

 これ議会やったら、こんなことあり得な

いです。うちの議会事務局職員は完璧なの

で、前日にリハーサルして、マイクのテスト

までされます。なぜかというと、９時に行わ

れる会議の数分前には皆さん来るので、よ

ーいスタートできるように、準備、段取りを

するということです。 

 教育委員って、暇ちゃうでしょう。議会で

議決したしっかりした方が、優れた方々が

熱い議論してくれる方々を迎えるにあたっ

て、何なこれという話です。 

 まず、僕はこれ、ＰＤＣＡサイクルのＰを

語る上で、もう普通に、議事録というか傍聴

したかったから辛抱して後ろでいてました

けど、テーブルひっくり返したろかと思い

ました、はっきり言うて。こんなとこで議論

できるんかって。 

 教育長を筆頭に教育委員５人並ぶ席の段

取りがこの程度かと。まず、アウト。その中

で、議事録、項目どおりいっていて、教育長

司会進行のもと、９月議会でこんな一般質

問がありましたと、名前とタイトル言うた

だけ。中身の話いっこも触れていないじゃ

ないですか。それ中身の情報を教育委員に

知ってもらう、勝手にユーチューブ見てく

れということですか。おかしいでしょう。 

 教育委員、議決したこの格式高い、橋本市

の子どもの教育を担う意見のご意見番じゃ

ないですか。熱いんでしょう。知っています

よ。何でその方たちに、こんな一般質問で、

こういう指摘を受けて、私はこない言い返

したったんじゃと、何で言うたらんのです

か。それでＰＤＣＡサイクルのＰを何を語

るんなと言うとんです。答えてください。 

○議長（土井裕美子君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）まず、教育委員会

定例会、毎月開催しております。今回、会を

開始するにあたりまして、傍聴人の手続き、

それから、この際、このときに初めてＡＩを

使った議事録のテストをしたということの

中で、非常に戸惑いがございました。 

 これについては、教育委員、また、並びに

傍聴されました方には、ある一定、手まどい

をおかけしました。時間も待っていただき

ました。その点につきましてはおわび申し

上げたいというふうに考えております。 

 あと、定例会におきましては、議会での一
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般質問等についても、基本的には一旦終わ

って、きちっと報告はさせていただいてお

るわけなんですけども、このときには、たま

たま傍聴いただいたときには、きちっとし

た事務局のほうからの説明ではなかったと

いうことで、今後、きちっとした形で事務局

のほうからご説明はしていくということ、

実際にさせていただいているところもある

んですけども、ちゃんとしていきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（土井裕美子君）少しずれかけており

ますので、元に戻すような質問を再質問で

よろしくお願いいたします。 

 15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）済みません、何がずれ

とるんか、申し訳ありません、僕ちょっと理

解できないんですけど、あかんだら、議長に

おいて止めてください。 

 ただ、この学力向上の定義で、再生するた

めのプロジェクトがＰＤＣＡサイクルとし

て、教育委員会議でＰの部分を決めてもら

わなあかんのに、前の一般質問の内容を伝

えていないのにどうやって目標計画立てら

れるんじゃということが僕の聞きたいこと

なんです。ずれていますか。お答えください、

教育長。 

○議長（土井裕美子君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）９月の定例会につき

ましては、議員傍聴ということで、実は、教

育委員会定例会で傍聴人が来ていただいた

というのは、私就任以来初めてであります。

だから、教育委員もかなり、その部分では戸

惑っていたのではないかなと思います。 

 ただ、先ほどから教育論、また、学力に関

わってのお話を教育委員会定例会でしてい

ないかというと、これは４月からずっと教

育に関わって、特に学力に関わってはいろ

んなご意見を頂いています。 

 今回でしたら、本来ですと９月の定例会

で全国学力・学習状況調査の結果を報告し、

ご意見も頂くところです。例年、９月ないし

10月にそういう定例会を持っております。

ただ、今年につきましてはコロナのために

中止で、そういうお話はできなかったとい

うことです。 

 教育委員会定例会の中で、各学校の学力

向上プランであるとか、それから橋本市の

学力向上プランであるとか、それから全国

学力・学習状況調査の結果報告であるとか、

今後どうしていくかということについては、

何回も協議を重ねておりますので、その点

についてはご理解いただきたいと思います。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）その点については、ご

理解というか、理解して承知しました上で

意見申し上げとるんです。 

 この議場で行われることの質疑というの

は、いつも市長が閉会のときに言うじゃな

いですか。頂いた意見を真摯に受け止め、市

政繁栄のために精進してまいりますと、ま

ともなことを言うとるじゃないですか。 

 この議場で、一般質問で、教育委員の学力

向上について９月議会で質問を受けたんや

と、タイトルだけ言うて伝わるんかと言う

とるんです、僕。 

 次から内容を伝えますと言うてくれたら、

それでいいんとちゃうんですか。 

○議長（土井裕美子君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）確かに、９月定例会

では、タイトル、例えば堀内議員につきまし

ては、教育長の課題と成果について一般質

問がありましたという形でお話を示しまし

た。 

 今後、やはり、頂いた意見については、先

ほど議員言われるとおり、教育委員の皆さ

まにもお知らせして、というか、議事録はお
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示ししておるんですけども、ご意見も頂い

ておるところなんですけども、お示しをし

ていきたいと思っています。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）教育委員会議の件はこ

れで最後にしますけど、辻本議員がコロナ

のの話をしたときも、前畑秀子の話をした

中本議員の話も、中身がしっかりしとった。

そんなんを教育委員に伝えてあげないと、

タイトルだけで、はい、そうですかと、数秒

で終わったじゃないですか。中身を知らせ

てこそ初めて熱い協議ができると思うんで

す。 

 僕らより子どものことを近い距離で見守

ってくれとる、その上で子どもらのことを

見守ってくれとる上での知徳体、知の学力

向上やと。 

 自分らの中の会議でＣの評価やさかいに

議論しとると。ほんだら議論しとる、議論し

とると、ほな、いつになったら右肩上がって

いくんですか。駄目ならこの手でいこうと

いう、いろんなとこ視察して勉強しようと、

これが駄目ならこれやという議論ができと

るんかどうかも僕は分からない。 

 だったら、この議場の聖域で話したこと

はちゃんと伝えるべきでしょう。議事録で

渡しとるからって、９月の定例会前に先に

教えたれよという話です。１回無駄にしと

るわけじゃないですか。ほかの重要な案件

があるので無駄とは言わないですけど、そ

の辺を精査してもらわんと、Ｐの部分が進

まない。 

 次、問います。教育長の覚悟というのが大

事だと思うんです。確かに授業を大事にし

てください、誰にでも分かる授業をしてく

ださい、前回の答弁です。ユニバーサルな授

業をしてください、一人ひとりを大事にし

てくださいと。これ学校の先生に投げとる

って、さっきとちょっと違うなと思うんで

すよ。 

 その結果、学力が上がればいい、学力テス

トのためだけの勉強ではないと。そのとお

りです。でも、確かにすばらしい。夢とロマ

ンを持って授業をしてくださいと、これ言

うのは分かるんですけど、夢とロマンでは、

みんな塾行きますし、成績は上がりません。

夢とロマン語るのは市長とか僕ら市議会議

員、区長とか地域のおいちゃんおばちゃん

です。お父さんお母さんです。 

 夢とロマンは確かに大事です。教育上の

一つのカリキュラムとして大事です。でも、

学力向上とリンクするというのは。考え方

ですよ、十人十色なので、別にそれを否定す

るものではないですけども、上げていこう

というテーマのもとの話であれば、夢とロ

マンともう一つ、現実も教えたらなあかん

のとちゃうんですかということを申し上げ

たいんですけども、いかがですか。 

○議長（土井裕美子君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）私、確かにそのよう

に、前回の議会でお話をさせていただきま

した。 

 基本的に、今、教職員をめぐる状況の中で、

超過勤務の多さ、その他いろいろブラック

企業と言われるような中での勤務、やっぱ

り先生方が子どもたちの、いわゆる知徳体

を伸ばす、特に、議員言われたところでいえ

ば、分かる授業をしていく。 

 これは全国学力・学習状況調査の中の児

童生徒質問紙というのがあるんですけども、

小・中とも、「国語の授業が分かる」「数学の

授業、算数の授業が分かる」は大変高い数字

を橋本市は持っています。ただ、できるとこ

ろまでは結びついていない。 

 実に高い数字があります。だから、子ども

たちは授業は分かるんだろうなと私は思っ
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ています。それをできるまでしていく。それ

は、一つの方法として過去問をやるという

のも大きな一つの方法です、できるように

なるための。 

 ただ、それ以外に、例えば補充授業である

とか、様々な取組みの中で学力を上げてい

くことは大切だろうなと思っています。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さん。 

○15番（堀内和久君）気持ちと理念の部分は、

方向性は一緒なので分かるんです。でも、や

っぱりどこかで、何というのか、この間の９

月議会の話と違うんですけど、こことここ

は一生懸命やって向上の傾向にあるけども、

100歩譲ってあるけども、やっぱり結果が出

てこない、というふうになれば、やっぱりど

こかを何かの歯車を変えてみるとか、やり

方を変えてみるとか、やっぱりそういうこ

とをやっていかんと、やっぱりロマンでは

ちょっとなと。違う授業です、夢とロマンは。 

 やっぱりここは厳しい現実のもと、競争

社会、数字の点数で順位が決められるとい

うこともやっぱり教えたらなあかんのと違

うんかなと。でも、そういうことはひょっと

したら、残念ながら塾で学んどるんちゃう

んかなと。それが寂しいなと僕は思うんで

す。 

 やっぱり、その辺をもうちょっと考えた

上で、教育委員のご教示もいただいた上で、

ＰＤＣＡサイクル、しつこいようですけど

も、目標、計画の部分をきっちり立てて、前

はこうやったけども、こうした上での次の

変革を見てみるとか、そういうことをやっ

ぱりいろんな試行錯誤して、子どもたちの

これからのグローバルな社会の中で、対応

性を引き出して、人間性を高めると、全部が

全部、教育委員会、義務教育、無理です。絶

対に無理です。 

 それこそブラック企業でしんどいのは理

解しています。でも、一丁目一番地は学問で

しょう。そこをやっぱり、ロマンとか、ほか

の徳の部分とか、濁すと言うたら失礼な言

い方で、濁していないのは分かっとるんで

す。そっちの理念でこっちに打ってきとる

のは分かるんで、大分、教育長の気持ちがち

ょっと分かるようになっとるんです、こっ

ちも。 

 でも、そっちもこっちの気持ちをちょっ

と分かってくれたらええんとちゃうのとい

う。学力向上のために点数を、平均点を１点、

２点上げたろうというための努力はあと何

が必要なやろという議論をして、Ｐを立て

てほしいんです。 

 そうすることで子どもらの雰囲気、感覚

が変わってくる、変化、対応を感じるのは現

場の先生なんちゃうんかなと。プラスのス

パイラルでＰＤＣＡサイクルしませんかと

言うとるんです。 

 結構熱なって言いますけど、あなたのや

り方自体は別に否定してないです。思いや

りのある面白い教育長、ええ教育長やと思

うとる部分があるんです。 

 ただ、そこのこだわりの部分というのか、

こうあらなあかんのですみたいなとこは、

グローバル、これからのニーズとどうなん

ですかと言うとるんです。 

 学校の先生も平成生まれなんです。タブ

レットなんです、ギガなんです。エアコン入

っとるんです。その点について柔軟なコメ

ントを頂いて、ナンバー３がないようにこ

っちも努力しますので、やっぱり身を切る

覚悟がなかったら、財政健全化もでけへん

だんです。何かを辛抱して頑張らんと、何か

が成功できない。 

 大人の何というのか、教育長の大人とし

ての識見で子どもたちを包み込む、それは

すばらしい人格者やと思っています。ただ、
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厳しい部分と苦渋のとも言わなあかんのち

ゃうんかなということで、最後にコメント

ください。 

 終わります。 

○議長（土井裕美子君）教育長。 

○教育長（小林俊治君）叱咤激励を受けまし

た。 

 本当に子どもの学力向上というのは、学

問と、学力というのはそうだと思いますけ

ども、点数というのはやっぱりちょっと違

うというのはあくまでも私は思っています。

学問と点数はまた違うんだと。 

 でも、点数も上げるということは、やっぱ

りこれ教育委員会の課題でもあるし宿題で

もあります。自分たちが負う部分でもあり

ます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不易と流行という言葉がありますけども、

不易の部分を大事にしながら、やはり流行

にも乗っていくという姿勢で教育行政を進

めていって、豊かな子どもたちの学びをし

っかり応援していきたいと思っていますの

で、ご理解のほど、よろしくお願いします。 

○議長（土井裕美子君）15番 堀内さんの一

般質問は終わりました。 

 この際、午後１時まで休憩いたします。 

（午前11時51分 休憩） 

      

 


